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活 の イ に き き、とび のホームページと「もちきび 」を

イ ター で 入できる イ を作成さ ていただきました。 国 の

「もちきび 」について、 ー一 などを ることができます。イ ター でよ

り くの に 国 を ってもら きっかけの とつとなれ しいです。（金 ）
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村民の皆様にはお健やかに新年を迎えられましたこととお慶び申し上げます。
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村民の皆様にはお健やかに新年を迎えられましたこととお慶び申し上げます。
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粟国村長　髙 良 修 一

だより村 長
（2）令和３年 １月号



だより総 務 課

村長日程表
Ｒ２年12月
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情に り が いますので、 くだ い。

の 入 が を る

の （ 入 から を した の ）の合 が を

る

か 上から の いを ている

マ ン ー ー とマ ン ー ー

のスマートフォンが 、 を利用し

て を できます。

また、 に税 で きを 、マ

ン ー ー とマ ン ー ー のスマー

トフォンを で い で 、 が利

用できます。

サ ー ン の 方

で国税庁

確定申告確定申告

税 税

は

はスマホではスマホで

税 税
税

は

国税庁ホームページ

で

国税庁ホームページ

で

い 報はい 報は

３月1 日(月)３月1 日(月) ４月1 日(月)４月1 日(月)

　日　時：令和３年１月27日（水曜日）　午後５時～午後７時
　場　所：東ふれあいセンター
　対象者： 70歳未満で令和３年７月27日までに粟国駐在所で

運転免許証の更新を希望される方。

　※ この日の特定任意講習を受講しないと粟国村駐在所での免許更新をすることができませ
ん。受講できない方は沖縄免許センターで運転免許更新をすることになります。

　※ 特定任意講習の受講を希望される方は、令和３年１月26日（火）までに粟国村役場総務
課にて、運転免許証をご持参の上、受講申請書のご記入をお願いいたします。

お問合せ　粟国村役場総務課　098-988-2016

運転免許証更新のための
特定任意講習について

（3） 令和３年 １月号



だより総 務 課

消費税・地方消費税（個人事業者）の確定申告と納税は正しくお早めにの確定申告と納税は正しくお早めにの確定申告と納税は正しくお早めに消費税・地方消費税（個人事業者）の確定申告と納税は正しくお早めに

詳しくは　　　　　　で

消費税の申告書は

国税庁ホームページで

作成できます！

消費税の申告書は

国税庁ホームページで

作成できます！

国税庁

画面の案内に従って金額等を入力

すれば、税額などが自動計算され申

告書等を作成することができます。

作成した申告書をｅ-Tax送信する

ことで、税務署に行かずに自宅から

申告できます。

①　平成30年分の課税売上高が1,000万円を超える事業者

②　平成30年分の課税売上高が1,000万円以下の方で、令和元年12月末まで

に「消費税課税事業者選択届出書」を提出している事業者

③　①、②に該当しない場合で、平成31年１月１日から同年６月30日まで

の期間（特定期間）の課税売上高が1,000万円を超える事業者

【令和２年分において課税事業者となる個人事業者の方】
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マイナポータル

タックスアンサーの利用方法 ■電話相談センターのご案内■電話相談センターのご案内

■タックスアンサーの利用方法

　国税庁ホームページ「タックスアンサー」で

は、よくある税の質問に対する回答を調べるこ

とができます。

　国税庁ホームページからご利用

ください。

スマートフォンからは、右のQR

コードからアクセスできます。

最寄りの税務署へ電話をおかけいただき、自動

音声案内に従って、番号「１」を選択していただ

くと、「電話相談センター」につながりますので、

ご利用ください。

　なお、確定申告期におきまして

は、番号「０」を選択していただく

と、「確定申告電話相談センター」

につながりますので、こちらもご

利用ください。

チャットボットによる税務相談開始チャットボットによる税務相談開始

■ 税に関する情報は、国税庁ホームページへアクセス　https：//www.nta.go.jp

令和 3 年 1 月中旬から、所得税の確定申告に関する税務相談の新しいチャンネルとして、国税庁の

HPにおいて、「チャットボット」の運用を開始します。

ット ット は
チャットボットとは、「チャット」と「ロボット」を組み合わせた言葉で利用者の知りたい情報に
ついて、メニューから選択するか、文字で入力すると、A I（人工知能）を活用して自動で回答を
表示するウェブサービスです。

ット ット 相談で の
スマートフォン又はパソコンから、国税庁ホームページのチャットボットにアクセスしていただ
くと、ウェブ上でチャットボットに相談することができます。

ット ット は
チャットボットとは、「チャット」と「ロボット」を組み合わせた言葉で利用者の知りたい情報に
ついて、メニューから選択するか、文字で入力すると、A I（人工知能）を活用して自動で回答を
表示するウェブサービスです。

ット ット 相談で の
スマートフォン又はパソコンから、国税庁ホームページのチャットボットにアクセスしていただ
くと、ウェブ上でチャットボットに相談することができます。

税務職員
ふたばです。

国税庁ホームページの確定申告書等作成コーナーでは、画面の案内に従って金額等を入力することに

より、税額などが自動的に計算され、計算誤りのない申告書を作成することができます。

さらに、令和３年１月から、マイナポータルと連携することで、控除証明書等の情報を一括取得し、

該当の各控除欄に金額等が自動入力されます（マイナポータル連携）。

国税庁ホームページの確定申告書等作成コーナーでは、画面の案内に従って金額等を入力することに

より、税額などが自動的に計算され、計算誤りのない申告書を作成することができます。

さらに、令和３年１月から、マイナポータルと連携することで、控除証明書等の情報を一括取得し、

該当の各控除欄に金額等が自動入力されます（マイナポータル連携）。

「マイナポータルを活用した年末調整及び所得税確定申告の簡便化」

https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/mynumberinfo/mynapo.htm

「マイナポータルを活用した年末調整及び所得税確定申告の簡便化」

https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/mynumberinfo/mynapo.htm

～申告書の自動入力始まります～確定申告 マイナポータルマイナポータル×

マイナポータル連携 検索今年は自宅で確定申告今年は自宅で確定申告 詳しくは国税庁ホームページへ
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＊＊　地域包括支援センターとは？　＊＊
　地域包括支援センターとは、高齢者のみなさんが安心し
て粟国村で生活ができるように相談する総合窓口のことで
す。粟国村では、民生課がその役割を担っています。

＊＊　地域包括支援センターの役割は？　＊＊
　高齢者本人だけでなく、その高齢者をお世話する家族の
相談も受け付け、介護保険、福祉、保険や医療など適切な
サービスを受けられるようにします。

＊＊　どのような相談を受けているの？　＊＊
　粟国村で生活して行く上で困っていることすべての相談
を受けます。
　以下のようなことがあった場合でも相談してください。
　　①物忘れがあって心配。
　　② 最近、あまり近所で人を見かけない。見かけてもな

んだか様子がおかしい。
　　③ 一人で暮らすことに不安。みんなで楽しく過ごしたい。
　　④ 高齢の両親のお世話が大変、誰か話しを聞いてほしい。

　　　　　　　　　　　などです。

　こんなこと相談していいのかな？と躊躇することがある
と思います。まずは相談してみてください。困っているこ
と悩んでいることを解決して高齢者とその家族みなさんが
安心して生活できるようにぜひご活用ください。

相談窓口　月～金　８：30～ 17：15
民 生 課　電　話　988－2017　担当　末吉（保健師）

　沖縄青年司法書士協議会と全国青年司法書士協議会で
は、生活保護に関する電話相談会を開催します。

◆日　　時　令和３年１月24日（日）
　　　　　　午前10時から午後４時まで
◆電話番号　0120－052－088（フリーダイヤル）
◆相談料は無料です。秘密は厳守します。
◆担当者　日比
◆問い合わせ先　電話 098－835－9101

司法書士による
「全国一斉生活保護相談会～あなたの生活は
大丈夫？我慢しないで～」開催のお知らせ

　粟国村国民健康保険では、令和
３年１月１日施術分より「はり
師、きゅう師及びあん摩マッサー
ジ師の施術に係る受領委任制度」
を導入します。

　受領委任制度とは、厚生労働省が
全国共通の取り扱いとして制度化し
たものです。
　施術者が患者様に対して行った施
術に係る料金について、患者様から
一部負担金に相当する額を受け取る
とともに、差額の療養費の受領につ
いて患者様から委任を受けること
で、患者様に代わって療養費支給申
請書を保険者（粟国村）に提出して
療養費を受ける制度です。

【受領委任制度の仕組み】

はり師、きゅう師及び
あん摩マッサージ師の
施術に係る療養費の
受領委任制度について
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